
社会体育施設使用料試算表 　【資料５】

現行

改正案Ⅰ

改正案Ⅱ

改正案Ⅲ

1.体育館

区分 9：00～12：00 12：00～15：00 15：00～18：00 18：00～21：00

現行 3,770円 3,770円 3,770円 3,770円

改正案Ⅰ 4,480円 4,480円 4,480円 4,480円

改正案Ⅱ 10,400円 10,400円 10,400円 10,400円

改正案Ⅲ 4,900円 4,900円 4,900円 4,900円

現行 1,890円 1,890円 1,890円 1,890円

改正案Ⅰ 2,240円 2,240円 2,240円 2,240円

改正案Ⅱ 5,210円 5,210円 5,210円 5,210円

改正案Ⅲ 2,450円 2,450円 2,450円 2,450円

現行 17,290円 17,290円 17,290円 17,290円

改正案Ⅰ 20,570円 20,570円 20,570円 20,570円

改正案Ⅱ 47,720円 47,720円 47,720円 47,720円

改正案Ⅲ 22,470円 22,470円 22,470円 22,470円

現行 63,380円 63,380円 63,380円 63,380円

改正案Ⅰ 75,420円 75,420円 75,420円 75,420円

改正案Ⅱ 174,920円 174,920円 174,920円 174,920円

改正案Ⅲ 82,390円 82,390円 82,390円 82,390円

現行 520円 520円 520円 520円

改正案Ⅰ 610円 610円 610円 610円

改正案Ⅱ 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円

改正案Ⅲ 670円 670円 670円 670円

現行 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円

改正案Ⅰ 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円

改正案Ⅱ 3,470円 3,470円 3,470円 3,470円

改正案Ⅲ 1,630円 1,630円 1,630円 1,630円

現行 1,890円 1,890円 1,890円 1,890円

改正案Ⅰ 2,240円 2,240円 2,240円 2,240円

改正案Ⅱ 5,210円 5,210円 5,210円 5,210円

改正案Ⅲ 2,450円 2,450円 2,450円 2,450円

現行 8,640円 8,640円 8,640円 8,640円

改正案Ⅰ 10,280円 10,280円 10,280円 10,280円

改正案Ⅱ 23,840円 23,840円 23,840円 23,840円

改正案Ⅲ 11,230円 11,230円 11,230円 11,230円

現行 31,690円 31,690円 31,690円 31,690円

改正案Ⅰ 37,710円 37,710円 37,710円 37,710円

改正案Ⅱ 87,460円 87,460円 87,460円 87,460円

改正案Ⅲ 41,190円 41,190円 41,190円 41,190円

現行 520円 520円 520円 520円

改正案Ⅰ 610円 610円 610円 610円

改正案Ⅱ 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円

改正案Ⅲ 670円 670円 670円 670円

生駒市北大和
体育館

生駒市小平尾南
体育館

生駒市井出山
体育館

会議室

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外
(集会、講演会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

体育室全面

体育室半面

アマチュア
スポーツ

アマチュアスポーツ以外
(集会、講演会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

会議室

生駒市生駒北
スポーツセンター

体育館

生駒市市民体育館

生駒市総合公園
体育館

多目的室

1387.81円 2.76

－ 1.30

596.99円

502.45円

１㎡当たりの利用者負担対象額

1.19

－

増加率
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現行 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円

改正案Ⅰ 2,610円 2,610円 2,610円 2,610円

改正案Ⅱ 6,070円 6,070円 6,070円 6,070円

改正案Ⅲ 2,860円 2,860円 2,860円 2,860円

現行 10,130円 10,130円 10,130円 10,130円

改正案Ⅰ 12,050円 12,050円 12,050円 12,050円

改正案Ⅱ 27,950円 27,950円 27,950円 27,950円

改正案Ⅲ 13,160円 13,160円 13,160円 13,160円

現行 37,160円 37,160円 37,160円 37,160円

改正案Ⅰ 44,220円 44,220円 44,220円 44,220円

改正案Ⅱ 102,560円 102,560円 102,560円 102,560円

改正案Ⅲ 48,300円 48,300円 48,300円 48,300円

2.武道館

区分 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～21：00

現行 2,510円 2,510円 2,510円

改正案Ⅰ 2,980円 2,980円 2,980円

改正案Ⅱ 6,920円 6,920円 6,920円

改正案Ⅲ 3,260円 3,260円 3,260円

現行 1,260円 1,260円 1,260円

改正案Ⅰ 1,490円 1,490円 1,490円

改正案Ⅱ 3,470円 3,470円 3,470円

改正案Ⅲ 1,630円 1,630円 1,630円

現行 11,180円 11,180円 11,180円

改正案Ⅰ 13,300円 13,300円 13,300円

改正案Ⅱ 30,850円 30,850円 30,850円

改正案Ⅲ 14,530円 14,530円 14,530円

現行 42,250円 42,250円 42,250円

改正案Ⅰ 50,270円 50,270円 50,270円

改正案Ⅱ 116,610円 116,610円 116,610円

改正案Ⅲ 54,920円 54,920円 54,920円

1人につき 1人につき 1人につき

現行 100円 100円 100円

改正案Ⅰ 110円 110円 110円

改正案Ⅱ 270円 270円 270円

改正案Ⅲ 130円 130円 130円

3.グラウンド

区分 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～19：00 17：00～21：00

現行 1,680円 1,680円 630円

改正案Ⅰ 1,990円 1,990円 740円

改正案Ⅱ 4,630円 4,630円 1,730円

改正案Ⅲ 2,180円 2,180円 810円

現行 6,910円 6,910円 3,460円

改正案Ⅰ 8,220円 8,220円 4,110円

改正案Ⅱ 19,070円 19,070円 9,540円

改正案Ⅲ 8,980円 8,980円 4,490円

現行 25,350円 25,350円 12,680円

改正案Ⅰ 30,160円 30,160円 15,080円

改正案Ⅱ 69,960円 69,960円 34,990円

改正案Ⅲ 32,950円 32,950円 16,480円

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外
(集会、講演会等)

むかいやま公園
体育館

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

全面

半面

アマチュア
スポーツ

専用使用

生駒市武道館

アマチュアスポーツ以外
(集会、講演会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

個人使用

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外
(集会、講演会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

生駒市生駒北
スポーツセンター

野球場

2/6 令和７年度第６回生駒市行政改革推進委員会（令和８年２月19日）



社会体育施設使用料試算表 　【資料５】

現行 4,190円 4,190円 4,190円

改正案Ⅰ 4,980円 4,980円 4,980円

改正案Ⅱ 11,560円 11,560円 11,560円

改正案Ⅲ 5,440円 5,440円 5,440円

現行 2,090円 2,090円 2,090円

改正案Ⅰ 2,480円 2,480円 2,480円

改正案Ⅱ 5,760円 5,760円 5,760円

改正案Ⅲ 2,710円 2,710円 2,710円

現行 17,290円 17,290円 17,290円

改正案Ⅰ 20,570円 20,570円 20,570円

改正案Ⅱ 47,720円 47,720円 47,720円

改正案Ⅲ 22,470円 22,470円 22,470円

現行 63,380円 63,380円 63,380円

改正案Ⅰ 75,420円 75,420円 75,420円

改正案Ⅱ 174,920円 174,920円 174,920円

改正案Ⅲ 82,390円 82,390円 82,390円

現行

改正案Ⅰ

改正案Ⅱ

改正案Ⅲ

現行

改正案Ⅰ

改正案Ⅱ

改正案Ⅲ

現行 1,360円 1,360円 520円

改正案Ⅰ 1,610円 1,610円 610円

改正案Ⅱ 3,750円 3,750円 1,430円

改正案Ⅲ 1,760円 1,760円 670円

現行 6,910円 6,910円 3,460円

改正案Ⅰ 8,220円 8,220円 4,110円

改正案Ⅱ 19,070円 19,070円 9,540円

改正案Ⅲ 8,980円 8,980円 4,490円

現行 25,350円 25,350円 12,680円

改正案Ⅰ 30,160円 30,160円 15,080円

改正案Ⅱ 69,960円 69,960円 34,990円

改正案Ⅲ 32,950円 32,950円 16,480円

現行 1,680円 1,680円 1,680円

改正案Ⅰ 1,990円 1,990円 1,990円

改正案Ⅱ 4,630円 4,630円 4,630円

改正案Ⅲ 2,180円 2,180円 2,180円

現行 6,910円 6,910円 6,910円

改正案Ⅰ 8,220円 8,220円 8,220円

改正案Ⅱ 19,070円 19,070円 19,070円

改正案Ⅲ 8,980円 8,980円 8,980円

現行 25,350円 25,350円 25,350円

改正案Ⅰ 30,160円 30,160円 30,160円

改正案Ⅱ 69,960円 69,960円 69,960円

改正案Ⅲ 32,950円 32,950円 32,950円

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外
(集会、講演会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

生駒市北大和
野球場

生駒市井出山
グラウンド

1人につき1回

100円

110円

アマチュアスポーツ以外
(集会、講演会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

生駒市北大和
グラウンド

むかいやま公園
グラウンド

全面

半面

アマチュア
スポーツ

アマチュアスポーツ以外
(集会、講演会等)

270円

570円

270円

130円

小人及び障がい者
等

個人使用

生駒市生駒北
スポーツセンター
グラウンドランニ
ングトラック

アマチュアスポーツ

1人につき1回

210円

240円

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

生駒市生駒北
スポーツセンター

グラウンド

大人
(障がい者等を除
く。以下同じ。)

3/6 令和７年度第６回生駒市行政改革推進委員会（令和８年２月19日）



社会体育施設使用料試算表 　【資料５】

現行 1,360円 1,360円 1,360円

改正案Ⅰ 1,610円 1,610円 1,610円

改正案Ⅱ 3,750円 3,750円 3,750円

改正案Ⅲ 1,760円 1,760円 1,760円

現行 6,910円 6,910円 6,910円

改正案Ⅰ 8,220円 8,220円 8,220円

改正案Ⅱ 19,070円 19,070円 19,070円

改正案Ⅲ 8,980円 8,980円 8,980円

現行 25,350円 25,350円 25,350円

改正案Ⅰ 30,160円 30,160円 30,160円

改正案Ⅱ 69,960円 69,960円 69,960円

改正案Ⅲ 32,950円 32,950円 32,950円

現行 630円 630円 630円

改正案Ⅰ 740円 740円 740円

改正案Ⅱ 1,730円 1,730円 1,730円

改正案Ⅲ 810円 810円 810円

現行 3,460円 3,460円 3,460円

改正案Ⅰ 4,110円 4,110円 4,110円

改正案Ⅱ 9,540円 9,540円 9,540円

改正案Ⅲ 4,490円 4,490円 4,490円

現行 12,680円 12,680円 12,680円

改正案Ⅰ 15,080円 15,080円 15,080円

改正案Ⅱ 34,990円 34,990円 34,990円

改正案Ⅲ 16,480円 16,480円 16,480円

4.テニスコート

区分 9：00～11：00 11：00～13：00 13：00～15：00 15：00～17：00 17：00～19：00 19：00～21：00

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円 1,050円

改正案Ⅰ 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円 1,240円

改正案Ⅱ 3,470円 3,470円 3,470円 3,470円 2,890円

改正案Ⅲ 1,630円 1,630円 1,630円 1,630円 1,360円

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 5,190円 5,190円 5,190円 5,190円 5,190円

改正案Ⅰ 6,170円 6,170円 6,170円 6,170円 6,170円

改正案Ⅱ 14,320円 14,320円 14,320円 14,320円 14,320円

改正案Ⅲ 6,740円 6,740円 6,740円 6,740円 6,740円

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 19,010円 19,010円 19,010円 19,010円 19,010円

改正案Ⅰ 22,620円 22,620円 22,620円 22,620円 22,620円

改正案Ⅱ 52,460円 52,460円 52,460円 52,460円 52,460円

改正案Ⅲ 24,710円 24,710円 24,710円 24,710円 24,710円

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外
(集会、講演会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

イモ山公園
グラウンド

生駒市総合公園
グラウンド

生駒市健民
グラウンド

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外
(集会、講演会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

生駒市小平尾南
少年グラウンド

アマチュア
スポーツ

アマチュア
スポーツ以外

(集会、講演会等)

指定管理者が特に
必要があると認め
る営利使用の場合

生駒市生駒北
スポーツセンター
テニスコート

生駒市浄化セン
ターテニスコート
(砂入り人工芝型)

イモ山公園
テニスコート

滝寺公園
テニスコート
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1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 730円 730円 730円 730円 630円

改正案Ⅰ 860円 860円 860円 860円 740円

改正案Ⅱ 2,010円 2,010円 2,010円 2,010円 1,730円

改正案Ⅲ 940円 940円 940円 940円 810円

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 3,460円 3,460円 3,460円 3,460円 3,460円

改正案Ⅰ 4,110円 4,110円 4,110円 4,110円 4,110円

改正案Ⅱ 9,540円 9,540円 9,540円 9,540円 9,540円

改正案Ⅲ 4,490円 4,490円 4,490円 4,490円 4,490円

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 12,680円 12,680円 12,680円 12,680円 12,680円

改正案Ⅰ 15,080円 15,080円 15,080円 15,080円 15,080円

改正案Ⅱ 34,990円 34,990円 34,990円 34,990円 34,990円

改正案Ⅲ 16,480円 16,480円 16,480円 16,480円 16,480円

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円

改正案Ⅰ 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円

改正案Ⅱ 3,470円 3,470円 3,470円 3,470円 3,470円 3,470円

改正案Ⅲ 1,630円 1,630円 1,630円 1,630円 1,630円 1,630円

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 5,190円 5,190円 5,190円 5,190円 5,190円 5,190円

改正案Ⅰ 6,170円 6,170円 6,170円 6,170円 6,170円 6,170円

改正案Ⅱ 14,320円 14,320円 14,320円 14,320円 14,320円 14,320円

改正案Ⅲ 6,740円 6,740円 6,740円 6,740円 6,740円 6,740円

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 19,010円 19,010円 19,010円 19,010円 19,010円 19,010円

改正案Ⅰ 22,620円 22,620円 22,620円 22,620円 22,620円 22,620円

改正案Ⅱ 52,460円 52,460円 52,460円 52,460円 52,460円 52,460円

改正案Ⅲ 24,710円 24,710円 24,710円 24,710円 24,710円 24,710円

5.プール①

区分 10：00～12：00 13：00～17：00

1人につき 1人につき

現行 210円 310円

改正案Ⅰ 240円 360円

改正案Ⅱ 570円 850円

改正案Ⅲ 270円 400円

1人につき 1人につき

現行 100円 210円

改正案Ⅰ 110円 240円

改正案Ⅱ 270円 570円

改正案Ⅲ 130円 270円

1人につき 1人につき

現行 160円 210円

改正案Ⅰ 190円 240円

改正案Ⅱ 440円 570円

改正案Ⅲ 200円 270円

1人につき 1人につき

現行 50円 160円

改正案Ⅰ 50円 190円

改正案Ⅱ 130円 440円

改正案Ⅲ 60円 200円

大人

小人及び障がい者
等

個人使用

大人

小人及び障がい者
等

団体使用

イモ山公園プール

アマチュア
スポーツ

アマチュア
スポーツ以外

(集会、講演会等)

指定管理者が特に
必要があると認め
る営利使用の場合

生駒市浄化セン
ターテニスコート

(全天候型)

生駒市健民
テニスコート

アマチュア
スポーツ

アマチュア
スポーツ以外

(集会、講演会等)

指定管理者が特に
必要があると認め
る営利使用の場合

生駒市総合公園
テニスコート

生駒山麓公園
テニスコート

むかいやま公園
テニスコート
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6.プール②

区分 9：00～22：00

1人につき

現行 840円以内

改正案Ⅰ 990円以内

改正案Ⅱ 2,310円以内

改正案Ⅲ 1,090円以内

1人につき

現行 1,260円以内

改正案Ⅰ 1,490円以内

改正案Ⅱ 3,470円以内

改正案Ⅲ 1,630円以内

1人につき

現行 7,330円以内

改正案Ⅰ 8,720円以内

改正案Ⅱ 20,230円以内

改正案Ⅲ 9,520円以内

7.相撲場

区分 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～19：00

現行 310円 310円 210円

改正案Ⅰ 360円 360円 240円

改正案Ⅱ 850円 850円 570円

改正案Ⅲ 400円 400円 270円

現行 1,730円 1,730円 1,730円

改正案Ⅰ 2,050円 2,050円 2,050円

改正案Ⅱ 4,770円 4,770円 4,770円

改正案Ⅲ 2,240円 2,240円 2,240円

現行 6,340円 6,340円 6,340円

改正案Ⅰ 7,540円 7,540円 7,540円

改正案Ⅱ 17,490円 17,490円 17,490円

改正案Ⅲ 8,240円 8,240円 8,240円

プール、
トレーニングジム
及びスタジオ

月間

井出山屋内
温水プール

アマチュア
スポーツ

アマチュア
スポーツ以外

(集会、講演会等)

生駒市総合公園
相撲場

指定管理者が特に
必要があると認め
る営利使用の場合

プールのみ

プール及び
トレーニングジム

当日
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